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会議次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 諮問 

４ 議案 

⑴ 北本市都市計画マスタープランの改定について 

⑵ 北本市立地適正化計画の策定について 

⑶ 北本都市計画生産緑地地区の変更について 

５ 答申 

６ その他 

７ 閉会 
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資料１－１北本市都市計画マスタープランパブリック・コメント手続意見結果概要 
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資料１－３都市計画マスタープラン見直し経過 

資料１－４北本市都市計画マスタープラン（案） 
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資料ｌ－６北本市都市計画マスタープラン（案）新旧対照表 

資料２－１北本市立地適正化計画パブリック・コメント手続意見結果概要 
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資料２－３立地適正化計画策定経過 

資料２－４北本市立地適正化計画（案） 

資料２－５北本市立地適正化計画概要版（案） 

資料３  北本都市計画生産緑地地区の変更（案）について 

資料４  北本市都市計画審議会条例 
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小川主幹 １ 開会  ＜略＞ 

  

柴田部長 ２ 挨拶  ＜略＞ 

  

小川主幹 北本市都市計画審議会条例第６条第１項の規定により、会長に議長をお願いしま 

 す。 

  

 ３ 諮問 

 ⑶ 北本都市計画生産緑地地区の変更について 

柴田部長 ＜諮問書の朗読後、諮問書を議長に手渡した。＞ 

  

 ４ 議案 

小川主幹 議案に入ります。議事進行は福島会長にお願いします。 

  

福島会長 議案第１号「北本市都市計画マスタープランの改定について」を審議します。事 

 務局から説明をお願いします。 

  

橋本課長 ＜説明＞ 

  

福島会長 只今の説明について御意見、御質問等ございましたらお願いします。 

  

深堀委員 資料１－１の１１頁について確認します。前回示された計画案では上尾道路沿線 

 の誘導施設として産業施設は位置づけられていませんでしたが、今回示された計画 

 では位置づけられています。パブリック・コメント手続を受けて位置づけを加えた 

 のでしょうか。その場合はかなり大きな変更であると考えられ、あまりにも唐突な 

 ので、審議会に対して説明をする必要があるのではないでしょうか。 

  

橋本課長 従来、上尾沿道沿線については産業施設の立地も想定していましたが、今回の変 

 更は土地利用の現状に合わせて内容をより具体化・明文化し、産業施設の立地も可 

 能であることを分かりやすく示したものです。 
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深堀委員 上位計画である総合振興計画との整合性はどうなっているのでしょうか。 

  

小川主幹 今回の都市計画マスタープランの改定と時期を同じくして、現在、第六次北本市 

 総合振興計画の策定を進めています。その中で、上尾道路沿線は産業系の立地誘導 

 を認める方針を定めているため、総合振興計画との整合を図るために今回追記した 

 ものです。 

  

深堀委員 ＰＦＩについて、パブリック・コメントの意見に対し、通常は方針のみの記載で 

 あるため具体的な記載は難しいと思いますが、導入を検討しているという回答をす 

 るのであれば、位置づけに加えてもよいと考えます。 

 中丸地域の地域整備の方向性について、「住民意向を尊重しながら」の記載を削除 

 することで、中丸８丁目、９丁目の課題を解決する方向性が失われてしまわないで 

 しょうか。 

  

橋本課長 ＰＦＩについては、今年度、導入可能性に関する調査を実施している段階です。 

 具体的な導入箇所が未定であるため現時点での詳細な記載はしていません。 

  

五十嵐主査 本編１０３頁の民間活力の導入の項目において、財政負担軽減の観点からＰＦＩ 

 の有効性について言及しています。パブリック・コメントへの回答は、現在の市の 

 取組状況を補足したものです。 

 中丸８丁目、９丁目については、都市計画マスタープラン自体が市民参画やパブ 

 リック・コメント、都市計画審議会を経て策定されるものであり、計画全体が市民 

 意見を反映したものであるため、特定地区のみを「地元意向を尊重する」と強調す 

 ることは計画全体の整合性やバランスの観点から不適切であると判断し、削除しま 

 した。 

  

坂本委員 ＰＦＩは公共がやるよりも安い、利益が上がると思われがちですが、必ずしもそ 

 うではありません。ある程度具体案がないと住民もそれがいいかどうか判断できな 

 いため、住民の理解を得るためにも「どのような施設を作るのか」という明確なビ 

 ジョンを持って検討すべきだと思います。 
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橋本課長 御指摘のとおり、パークＰＦＩの可能性については慎重に検討しています。今年 

 度、複数の民間事業者からヒアリングを行いましたが、郊外の公園という立地条件 

 から利益確保の面で導入は難しいとの意見も出されています。今後も導入の是非に 

 ついては慎重に判断します。 

  

高野委員 資料１－２の№３において駅やバス停の周辺に居住を誘導するとありますが、こ 

 れだけでは具体性がありません。どのように誘導していくのでしょうか。 

  

橋本課長 具体的にはこの後説明する立地適正化計画において定めるものですが、居住誘導 

 区域を設定し、約２０年という長期的な視点から住宅の建替え等の機会を通じて公 

 共交通利便性の高い地域へ居住を緩やかに誘導していく方針です。強制的な移転を 

 伴うものではありません。 

  

福島会長 次の議事に移ります。議案第２号「北本市立地適正化計画の策定について」、事務 

 局から説明をお願いします。 

  

橋本課長 ＜説明＞ 

  

福島会長 只今の説明について御意見、御質問等ございましたらお願いします。 

  

今関委員 資料２－１の３頁で目標値を８０％とした根拠はあるのでしょうか。 

  

五十嵐主査  立地適正化計画における「北本市を住み良いと感じている市民の割合」の目標値 

 を８０％以上とした根拠についてですが、これは第六次総合振興計画の指標に基づ 

 いて設定したものであり、実績値の推移を見ると平成２７年度の６５．７％から令 

 和３年度には７２％、令和７年度には７３．５％と上昇傾向にあります。これを踏 

 まえ、第六次計画の前期目標として市民の約５分の４が「住みよい」と感じる状況 

 を目指し、更に向上させる指標として８０％を設定しました。立地適正化計画もこ 

 れに準じて指標を統一しています。 

  

相川委員  資料２－２の№８について、市として空家の実態を把握しているものはあるので 
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 しょうか。東京では新築分譲マンションや一戸建ての価格が高騰し、千葉や埼玉に 

 居住先を求めるようになっており、北本市にとっては好機であるので、若者にＰＲ 

 した方が良いと思います。また、空家が活用できるのであれば、活用した方が良い 

 と思います。 

  

橋本課長  空家の実態調査は既に実施しており、その状況を把握しています。空家の活用に 

 ついては、貴重な提案として今後の施策の参考とさせていただきます。 

  

小久保委員  都市計画マスタープランにおいても立地適正化計画においても、市街化調整区域 

 のことが触れられていません。市街化調整区域では環境保全が必要になりますが、 

 それが何も書かれていないように見えます。市街化調整区域にあるグリコは、立地 

 したことによって観光客が増え、観光バス等の交通量が増えたので、それに対する 

 記述が必要ではないでしょうか。 

  

橋本課長 立地適正化計画は主に市街化区域を対象に人口誘導を図るための計画であり、市 

 街化調整区域については都市計画マスタープランにおいて地区別の土地利用構想を 

 定めています。市街化調整区域は農地法等の法規制により土地利用に制約が多いも 

 のの、インターチェンジ周辺では産業系の誘致を検討しており、既存集落について 

 も環境整備の方針を定めています。市内全域のバランスを考慮しながら、引き続き 

 まちづくりを推進していく考えです。 

  

福島会長 次の議事に移ります。議案第３号「北本都市計画生産緑地地区の変更について」、 

 事務局から説明をお願いします。 

  

橋本課長 ＜説明＞ 

  

福島会長 只今の説明について御意見、御質問等ございましたらお願いします。 

  

小宮山委員 生産緑地地区の解除理由で死亡や故障とありますが、全部廃止ではなく一部しか 

 廃止しない地区があるのはなぜでしょうか。 
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小川主幹 生産緑地地区は、必ず一人の地権者に対して一つの地区が指定されているわけで 

 はなく、実態としては複数の地権者が所有する土地をまとめて一つの生産緑地地区 

 として指定している事例が多数存在します。そのような地区において、地権者のあ 

 る一人が死亡や故障により農業に従事できなくなってしまった際、その地権者が所 

 有する土地のみを解除することになるため、この場合に手続上は一部廃止という取 

 扱いとなります。 

  

福島会長 それでは、これで審議を終了します。 

  

 ５ 答申 

  

福島会長 続きまして、答申に入ります。本審議会としての答申について諮ります。事務局 

 は、答申案の配付をお願いします。 

  

事務局 ＜全委員に答申案を配付＞ 

  

福島会長 それでは、各議案の答申案の説明を事務局からお願いします。 

  

橋本課長 ＜説明＞ 

  

福島会長 只今の説明について御意見、御質問等ございましたらお願いします。 

  

全委員 ＜質疑なし＞ 

  

福島会長 それでは、議案第１号「北本市都市計画マスタープランの改定について」は、答 

 申案のとおり意見を付した上で「異議なし」としたいと思いますが、いかがでしょ 

 うか。 

  

全委員 ＜異議なし＞ 

  

福島会長 続いて、議案第２号「北本市立地適正化計画の策定について」は、答申案のとお 
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 り意見を付した上で「異議なし」としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

全委員 ＜異議なし＞ 

  

福島会長 最後に議案第３号「北本都市計画生産緑地地区の変更について」は答申案のとお 

 り「異議なし」としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

全委員 ＜異議なし＞ 

  

福島会長 それでは、議案第１号～第３号の全てを配付案のとおり「異議なし」として答申 

 いたします。答申につきましては、本審議会終了後、市長に提出いたします。 

 それでは、本日の全ての議案が終了しましたので、進行を事務局に戻します。 

  

 ６ その他 

小川主幹 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画につきまして、これまで複数回にわ 

 たって御審議いただきましてありがとうございました。 

  

小川主幹 ７ 閉会  ＜略＞ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


